
人材育成・雇用に関する方針と理念 

制定：令和４年４月 1日 

えひめ地域こども食堂ネットワーク 

１．方針 

 

当会では、人のチカラおよび人と人の協働・協力するチカラが地域を再生し持続可能にする源泉

となる、という認識のもと、 

１）人と地域を想う風土を維持すること 

２）職員一人ひとりが成長すること 

３）常に勉強と経験を重ねることで知識と対応力を向上させること 

を目的として、さまざまな施策に取り組みます。 

この度制定する「人財理念」では、職員一人一人が独自の価値観を持ち、仕事をとおして表現し、

さらに価値観と個人のチカラを向上させ、地域に継続して貢献できることを目指していきます。 

 

２．人財理念 

 

１．職員一人一人が、かけがえのない人財として働き甲斐を向上させ、溌剌と して活躍・活動で

きる場を形成する 

２．職員は、常に挑戦し、変化し続ける 

３．職員は、地域や他人に誠実に、他人に思いやりをもって行動する 

４．職員は、常に人財の多様性を尊重する 

５．地域、社会、クライアントへの思いやりが、組織より優先する 

６．自分の成長と後輩・部下の成長に責任を持つ 

 

３．行動指針 

 

当会では、人のチカラおよび人と人の協働・協力するチカラが地域を再生し持続可能にする源泉

となると考えています。その考えのもと、職員が能力を充分に発揮でき、安全で安心して働

ける職場環境づくりに努めます。 

１）過度の労働時間の削減 

２）労使の協議に基づく労働条件の策定 

３）有給休暇の取得優先 

４）子育て職員の自由な働き方促進（帯同出勤可、子育て休暇・遅刻・早退優先など） 

５）困難を抱える人たちの雇用促進 

以 上 

 



人権に関する方針と理念 

制定：令和４年４月 1日 

えひめ地域こども食堂ネットワーク 

 

当会は、一人ひとり、個性をもった多様な人間が、自然と共存しつつ、人間の尊厳をもって、共

生できる社会を目指しています。 

この考え方に基づき、支援対象者や団体および周辺地域の人々、当会の活動を支える支援者、ボ

ランティア、役職員をはじめとする、あらゆる人々の人権を尊重します。 

 

１．人権方針 

前文に基づき、以下５項目の人権方針のもとに活動していきます。 

人権尊重の責任は、役員、ボランティアおよび、全事務所・事務局の職員・関係者に適用し、当

会が関係する地域の行政や関係団体、取引先および、そのほかの関係者に対しても、人権の尊重

を働きかけていきます。 

1）差別の禁止 

当会は、あらゆる活動において、人種や国籍、差別、出身、社会的身分、信条、宗教、身体的

特徴などを理由とした差別を行いません。 

2）安全衛生 

当会は、国内活動、および海外活動で起こる労働災害につながるリスクの把握・分析を行い必

要な対策を実施し、安心・安全に働ける労働環境を確立します。 

3）情報の適切な管理および通信の実現 

当会は、活動国の法令、および当会が定める規約・ポリシー等を尊重した情報管理・発信を行

います。 

4）責任ある調達の実施 

当会は、人権・環境へ配慮した組織運営の一つとして、責任ある調達を行います。組織が調達

する商品の人的、および環境的影響を把握した上での購入を行います。 

5）「デューディリジェンス」の適用 

当会は、組織の意思決定やそれに伴う活動が及ぼすステークホルダーの影響を明確にし、マイ

ナスの影響に対処しながら活動を行います。 

 

２．実施方法 

当会では、本方針が全ての活動において取り組まれるよう、各種規程の導入並びに、研修や通

報・相談窓口を設けています。本方針に反した行動をとった、あるいは関与したことが明らかに

なった場合、再発の防止に努め、改善に取り組みます。 

以 上 

 



環境保護に関する方針と理念 

制定：令和４年４月 1日 

えひめ地域こども食堂ネットワーク 

 

１．基本理念 

当会は、地球環境の保全・再生が 21世紀の最重要課題の 1つであると認識し、環境意識の高

い人材育成および、環境保全・再生に向けた啓発活動を積極的に推進し、SDGs（持続可能な開発

目標）を踏まえ、持続可能な社会の実現に貢献します。 

また、その一環として、当会の活動のすべてにおいて、役職員、関係者が一致協力して環境に

配慮し、当会の社会的責任として環境負荷の軽減と環境汚染の予防や職場・地域環境の改善に努

めます。 

 

２．基本方針 

当会は、基本理念を実現するため、以下の活動に積極的に取り組みます。 

 

１）当会が進める、こども食堂関連事業をとおして、子どもの健全育成、地域再生推進、地域共

生社会創造推進を中心に、地域や県外にいたる広域圏を含めて、教育・人材育成・啓発・普及

活動を進めます。 

２）地域再生・共生に関する事項以外の環境保全・再生に係わる人材育成、啓発活動、普及活動

に関しても意欲的に展開し、社会が求める環境保護に実行力のある活動を実施します。 

３）地域の様々な団体や行政等と連携して、地域の環境保全・再生の取組、生物多様性の保全に

積極的に関与します。 

４）環境に関連する法令および、当会が同意する環境に関する要求事項を順守します。 

５）本方針を踏まえた目的に基づき、毎年目標を定め、省エネルギー・省資源、廃棄物削減、再

資源化、グリーン購入などに積極的に取り組みます。 

６）環境方針をすべての関係者に周知し、実行します。 

 

以 上 


